
 

リスクコミュニケーション作業部会設置要領 

 

 

（設置） 

第１条 この要領は、神奈川県食の安全･安心推進会議設置要綱第６条第２項

の規定に基づき、リスクコミュニケーション作業部会（以下「作業部会」と

いう。）の設置等に関して必要な事項を定めるものとする。 

 

 

（所掌事項） 

第２条 作業部会は、食品の安全性に関するリスクコミュニケーションの実施

について、具体的な検討及び調整を行い、検討結果を幹事長に報告する。 

 

 

（組織） 

第３条 作業部会の構成は、別表のとおりとし、作業部会の構成員は、別表の

各所属において指定する職員とする。 

２ 作業部会には、作業部会長及び副作業部会長を置く。 

３ 作業部会長は、生活衛生課の職員を、副作業部会長は消費生活課の職員を

充てる。 

４ 作業部会長は、作業部会を招集し、総括する。 

５ 副作業部会長は、作業部会長を補佐し、作業部会長に事故があるときは、

その職務を代理する。 

６ 作業部会長は、必要に応じて別表に掲げる所属以外の者を出席させること

ができる。 

 

 

（庶務） 

第４条 作業部会の庶務は、生活衛生課において処理する。 

 

 

（その他） 

第５条 この要領に定めるもののほか、作業部会の運営に関して必要な事項は、

作業部会長が別に定める。 

 



   附則 

 この要領は、平成１６年１月２３日から施行する。 

   附則 

 この要領は、平成１６年５月１０日から施行する。 

   附則 

 この要領は、平成１６年９月３日から施行する。 

   附則 

 この要領は、平成１７年５月６日から施行する。 

   附則 

 この要領は、平成１８年４月１７日から施行する。 

   附則 

 この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附則 

 この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附則 

 この要領は、平成２０年４月１７日から施行する。 

   附則 

 この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附則 

 この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附則 

 この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附則 

 この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附則 

 この要領は、平成２７年６月１日から施行する。 

   附則 

 この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附則 

 この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

附則 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

附則 

この要領は、令和元年６月１日から施行する。 

附則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 



附則 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

別表（第３条関係） 

くらし安全防災局 防災部 危機管理防災課 

くらし安全部 ○消費生活課 

福祉子どもみらい局 子どもみらい部 私学振興課 

環境農政局 緑政部  森林再生課 

農水産部  農政課 

 農業振興課 

 畜産課 

 水産課 

健康医療局 医療危機対策本部室 

保健医療部  健康増進課 

生活衛生部 ◎生活衛生課 

 薬務課 

産業労働局 中小企業部  商業流通課 

教育局 指導部  保健体育課 

◎：作業部会長、○：副作業部会長 

 


